
議案第８６号 

さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。

令和元年６月５日提出

さいたま市長 清 水 勇 人

   さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例

さいたま市家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年さい

たま市条例第５５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （保育所等との連携）  （保育所等との連携）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の

提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると

認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満

たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用し

ないこととすることができる。

２ 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の

提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると

認める場合であって、次に掲げる要件の全てを満

たすと認めるときは、前項第２号の規定を適用し

ないことができる。

・  ［略］ ・  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

４ 市長は、家庭的保育事業者等による第１項第３

号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困

難であると認めるときは、同号の規定を適用しな

いこととすることができる。

５ 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、

法第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲

げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。

）であって、市長が適当と認めるものを第１項第

３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。



 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第５９条の２第１項の規定による助成を

受けている者の設置する施設（法第６条の３第

１２項に規定する業務を目的とするものに限る。

  ）

 法第６条の３第１２項及び第３９条第１項に

規定する業務を目的とする施設であって、法第

６条の３第９項第１号に規定する保育を必要と

する乳児・幼児の保育を行うことに要する費用

に係る地方公共団体の補助を受けているもの

 （居宅訪問型保育事業）  （居宅訪問型保育事業）

第３７条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保

育を提供するものとする。

第３７条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保

育を提供するものとする。

 ［略］  ［略］

 子ども・子育て支援法第３４条第５項又は第

４６条第５項の規定による便宜の提供に対応す

るために行う保育

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６

５号）第３４条第５項又は第４６条第５項の規

定による便宜の提供に対応するために行う保育

  ・  ［略］   ・  ［略］

 （連携施設に関する特例）  （連携施設に関する特例）

第４５条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあ

っては、連携施設の確保に当たって、第６条第１

項第１号及び第２号に係る連携協力を求めること

を要しない。

第４５条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあ

っては、連携施設の確保に当たって、第６条第１

号及び第２号に係る連携協力を求めることを要し

ない。

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法

第６条の３第１２項第２号に規定する事業を行う

 ものであって、市長が適当と認めるもの（附則第

３項において「特例保育所型事業所内保育事業者

」という。）については、第６条第１項の規定に

かかわらず、連携施設の確保をしないことができ

る。

   附 則    附 則

１・２ ［略］ １・２ ［略］

 （連携施設に関する経過措置）  （連携施設に関する経過措置）

３ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市長が認める場合

は、第６条第１項の規定にかかわらず、施行日か

ら起算して１０年を経過する日までの間、連携施

設の確保をしないことができる。

３ 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著し

く困難であって、子ども・子育て支援法第５９条

第４号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市長が認める場

合は、第６条の規定にかかわらず、施行日から起

算して５年を経過する日までの間、連携施設の確

保をしないことができる。

４・５ ［略］ ４・５ ［略］

附 則



この条例は、公布の日から施行する。


